
   

26 日獣発第 243 号 

平成 26 年 12 月 4 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

薬事法改正に伴う畜水産安全管理課長通知の改正について 

 

このことについて、平成 26 年 11 月 25 日付け 26 消安第 4174 号をもって、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添のとおり通知がありまし

た。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、「薬事法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 84

号）、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経

過措置に関する政令」(平成 26 年政令第 269 号)及び「薬事法等の一部を改正

する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」（平成

26 年農林水産省令第 58 号）の施行に伴い、「畜産物生産における動物用抗菌

性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方について」（平成 25年 12月 24

日 25 消安第 4467 号畜水産安全管理課長通知）を改正された旨本会会員への

周知が依頼されたものです。 
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